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め
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い
ま
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
か
ら
の
言
葉
」
に
耳
を
傾
け
る
と
き

　

二
年
前
の
二
〇
一
六
年
四
月
二
六
日
、
世
界
は
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
三
〇
年
を
迎
え
た
。
歴
史
上
だ
れ
も
体
験
し

た
こ
と
の
な
い
「
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
」
で
あ
っ
た
。

　

一
九
八
六
年
四
月
二
六
日
、
ソ
連
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
の
北
部
で
起
き
た
原
子
炉
の
爆
発
、
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
と
放
射
性
物

質
の
大
量
放
出
。

　
「
こ
れ
が
一
体
何
だ
っ
た
の
か
」「
ど
ん
な
救
済
が
可
能
な
の
か
」。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
被
災
地
の
人
々
は
、
言
い
あ
ぐ
ね
、

黙
殺
さ
れ
、
口
を
封
じ
ら
れ
な
が
ら
も
三
〇
年
の
あ
い
だ
、
語
り
続
け
て
き
た
。
そ
の
言
葉
は
「
祈
り
」
で
あ
っ
た
り
、

「
手
記
」
で
あ
っ
た
り
、「
カ
ル
テ
」
で
あ
っ
た
り
、
そ
し
て
「
法
律
」
で
あ
っ
た
り
す
る
。

　

そ
の
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
言
葉
」
の
発
信
は
、
や
が
て
三
二
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
今
も
な
お
、
続
い
て
い
る
。

　

日
本
で
は
福
島
第
一
原
発
事
故
か
ら
五
年
、
六
年
…
…
、
や
が
て
七
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
私
た
ち
は
日
本
に
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
か
ら
の
「
こ
と
ば
」
を
ど
の
程
度
伝
え
、
ど
の
程
度
活
か
す
こ
と
が
で
き

た
の
か
。
そ
の
「
こ
と
ば
」
が
恣
意
的
に
歪
め
ら
れ
、
隠
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
か
、
検
証
も
必
要
だ
。

　

本
書
で
は
、
そ
の
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
言
葉
」
に
耳
を
傾
け
、
福
島
第
一
原
発
事
故
後
、
私
た
ち
が
置
か
れ
た
状
況
を

理
解
す
る
手
が
か
り
を
探
り
た
い
。



vi

　

本
書
は
二
〇
一
六
年
四
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
月
刊
『
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
連
載
「
事
故
三
〇
年　

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ

リ
か
ら
の
問
い
」
を
も
と
に
し
て
い
る
。

　

今
、
私
た
ち
は
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
三
二
年
、
福
島
第
一
原
発
事
故
後
七
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

現
在
の
視
座
に
立
っ
て
、
若
干
の
書
き
直
し
や
、
追
加
の
問
い
か
け
を
込
め
た
。

　

し
か
し
、
二
〇
一
六
年
の
時
点
で
投
げ
か
け
た
問
い
や
、
試
行
錯
誤
で
伝
え
よ
う
と
試
み
た
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
言

葉
」
は
、
二
〇
一
八
年
の
今
も
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
響
く
よ
う
に
感
じ
る
。

　

逆
に
言
え
ば
日
本
国
内
で
は
今
な
お
、
原
発
事
故
被
害
を
受
け
止
め
る
言
葉
も
、
制
度
も
、
徹
底
的
に
不
十
分
な
状
態
が

続
い
て
い
る
。

　

だ
か
ら
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
か
ら
の
言
葉
は
、
今
も
痛
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
り
う
る
。

　

今
も
う
一
度
、
三
〇
年
か
け
て
彼
ら
が
紡
ぎ
だ
し
た
「
こ
と
ば
」
に
耳
を
傾
け
て
み
た
い
。
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「『
法
律
』
が
な
い
ま
ま
、
五
年
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
」

　

二
〇
一
六
年
三
月
一
一
日
。
複
雑
な
想
い
が
こ
み
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
数
十
年
、
因
果
関
係
の
確
定
で
き
な
い
「
原

発
事
故
に
よ
る
被
害
か
も
し
れ
な
い
」
も
の
と
、「
法
律
」
な
し
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
以
降
、
福
島
第
一
原
発
事
故
の
影
響
を
考
慮
し
た
法
律
が
い
く
つ
も
で
き
た
。
福
島
県
の
復

興
・
再
生
を
重
点
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
「
福
島
特
措
法
」（
二
〇
一
二（
平
成
二
四
）年
三
月
三
一
日
）、
賠
償
を
円
滑
に
進
め

る
た
め
国
の
資
金
を
投
入
す
る
「
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
」（
二
〇
一
一（
平
成
二
三
）年
八
月
一
〇
日
）、「
汚
染
状
況
重

点
調
査
地
域
」
を
定
め
る
「
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
」（
二
〇
一
一（
平
成
二
三
）年
八
月
三
〇
日
）、
そ
の
ほ
か
に
も
原
発

事
故
対
策
に
関
わ
る
法
律
が
で
き
た
。
そ
れ
で
、
な
ぜ
「
法
律
が
な
い
」
の
か
。

　

補
償
の
対
象
と
な
る
「
原
発
事
故
被
災
地
」
は
ど
こ
な
の
か（
認
定
基
準
と
範
囲
）、
補
償
さ
れ
る
べ
き
「
原
発
事
故
被
災

者
」
と
は
誰
な
の
か
、
明
確
に
定
め
た
法
律
が
ま
だ
な
い
。
そ
し
て
、
原
発
事
故
被
害
に
対
し
て
、
被
災
者
の
生
涯
、
さ
ら

に
次
の
世
代
に
も
続
く
、
国
に
よ
る
長
期
的
保
護
義
務
を
定
め
た
法
律
が
な
い
。
広
範
囲
か
つ
未
解
明
の
影
響
に
向
き
合
う
、

国
の
法
的
責
任
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

�
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法
の
意
義
と
フ
ク
シ
マ

法
の
不
在
と
い
う
問
題
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し
か
し
原
発
事
故
と
は
い
え
、
一
つ
の
産
業
事
故
に
対
し
て
、
数
世
代
続
く
、
広
範
囲
な
国
家
責
任
を
定
め
る
こ
と
が
そ

も
そ
も
で
き
る
の
か
。
そ
ん
な
法
律
の
例
は
あ
る
の
か
。

　

結
論
か
ら
い
え
ば
、
先
例
は
あ
る
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
か
ら
五
年
後
、
旧
ソ
連
で
成
立
し
た
、
通
称
「
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
法
」
で
あ
る
。

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
と
は
何
か

　

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
と
は
、
一
九
九
一
年
に
当
時
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
で
成
立
し
た
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
被
災
者
保

護
法
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
二
月
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
法
が
定
め
ら
れ
、
同
年
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
、
ロ
シ
ア
共
和
国
で

も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
が
成
立
し
た
。
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
自
体
は
九
一
年
末
に
解
体
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
三

カ
国
で
は
ソ
連
解
体
以
後
も
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
の
運
用
を
続
け
て
き
た
。

　

本
章
で
は
、
一
九
九
一
年
二
月
に
成
立
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
を
軸
に
話
を
進
め
た
い
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
は
「
ど
こ
が
汚
染
地
域
な
の
か
」
を
定
め
た
「
汚
染
地
域
制
度
法
」
と
、「
誰
が
被
災
者
で
ど
ん
な

補
償
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
の
か
」
を
定
め
た
「
被
災
者
ス
テ
ー
タ
ス
法
」、
主
に
こ
の
二
法
か
ら
成
り
立
つ
。
本
章
で
例

に
挙
げ
る
の
は
主
に
後
者
、「
被
災
者
ス
テ
ー
タ
ス
法
」
で
あ
る（
正
式
名
称
は
一
九
九
一
年
二
月
二
八
日
付
ウ
ク
ラ
イ
ナ
法
「
チ

ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
大
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
市
民
の
法
的
地
位
と
社
会
的
保
護
に
つ
い
て
」）。

　
「
原
発
事
故
被
災
者
保
護
法
」
と
し
て
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
の
特
徴
は
「
対
象
の
広
さ
」
と
「
長
期
的
時
間
軸
」「
国
家

責
任
の
明
確
さ
」
で
あ
る
。

　

対
象
の
広
さ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
事
故
処
理
作
業
者
、
汚
染
地
域
か
ら
の
避
難
者
、
汚
染
地
域
に
住
み
続
け
る
人
々
、
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様
々
な
市
民
が
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
被
災
者
」
と
し
て
保
護
さ
れ
る
。
ま
た
支
援
の
対
象
に
な
る
地
域
も
、
原
発
周
辺
地
域

や
立
地
自
治
体
だ
け
で
は
な
い
。
三
万
七
〇
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
／
平
方
メ
ー
ト
ル
の
汚
染
度
を
超
え
る
、
幅
広
い
地
域
を
支
援

の
対
象
に
含
ん
で
い
る
。

　

そ
し
て
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
は
被
害
が
長
期
に
続
く
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
法
律
で
被
災
者
と
認
め
ら
れ
た
市
民

に
は
、
生
涯
に
わ
た
り
無
料
の
健
康
診
断
が
約
束
さ
れ
る
。
さ
ら
に
条
件
を
満
た
せ
ば
、
事
故
の
後
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
た

ち
も
「
被
災
者
」
と
認
め
ら
れ
る
。
事
故
で
被
曝
し
た
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
、
遺
伝
的
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
を
考

慮
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
被
災
者
を
保
護
し
、
被
害
を
補
償
す
る
責
任
は
「
国
家
」
に
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
法
第
一
三
条
に
は
以
下
の
規
定
が
あ
る（
傍
点
筆
者
）。

　
「
国
家
は
市
民
が
受
け
た
被
害
を
補
償
す
る
責
任
を
引
き
受
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
以
下
に
規
定
す
る
被
害
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
略
）チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
大
災
害
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
市
民
お
よ
び
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
の
事
故
処
理
作
業
者

に
対
し
て
適
時
に
健
康
診
断
、
治
療
、
被
曝
量
確
定
を
行
な
う
責
任
も
ま
た
国
家
に
あ
る
」

　

被
害
者
へ
の
補
償
を
続
け
て
い
く
た
め
に
、
こ
の
「
国
家
責
任
」
の
原
則
は
欠
か
せ
な
い
。
民
間
企
業
に
よ
る
賠
償
や
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
支
援
だ
け
で
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
、
広
い
層
の
国
民
の
保
護
を
約
束
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
に
つ
い
て
は
「
理
想
論
で
あ
り
実
際
に
は
機
能
し
て
い
な
い
」「
法
律
に
定
め
ら
れ
た
支
援
策
の
二

割
程
度
し
か
実
現
し
て
い
な
い
」
な
ど
、
そ
の
運
用
面
か
ら
の
批
判
が
多
い
。

　

確
か
に
、
原
発
事
故
か
ら
二
〇
年
近
く
経
っ
た
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
あ
た
り
か
ら
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
に
定
め
ら
れ
た
支

援
策
の
実
施
率
は
著
し
く
下
が
っ
た
。
一
九
九
六
～
九
八
年
に
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
実
施
に
必
要
な
予
算
の
五
〇
～
六
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〇
％
は
拠
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇

〇
三
～
一
〇
年
に
は
実
施
に
必
要
な
予
算
の

一
四
％
程
度
し
か
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

　

た
と
え
ば
、
被
災
者
の
年
金
受
給
年
齢
引

き
下
げ
や
、
年
金
の
割
増
支
給
は
、
最
も
財

政
負
担
が
大
き
い
項
目
で
あ
る
。
近
年
、
割

増
額
の
削
減
や
受
給
年
齢
の
引
き
上
げ
が
続

く
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
の
保
養
希
望
者
約

三
六
万
人
の
う
ち
、
実
際
に
保
養
券（
ク
ー

ポ
ン
）を
受
け
取
っ
た
の
は
約
一
一
万
人
で

あ
る
。

　

な
お
予
算
削
減
は
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
関
連

の
補
償
に
か
ぎ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
二
〇

〇
〇
年
代
以
降
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ロ
シ
ア
で

は
年
金
や
医
療
な
ど
社
会
保
障
費
全
般
の
削

減
が
目
立
つ
。

　

し
か
し
、
九
一
年
に
成
立
し
た
こ
の
法
律

に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
多
い
。
強

表 1-1　チェルノブイリ法（2014 年末時点＊）が認める被災者と支援策の整理（主要なもの）
カテゴリー 対象者 主な支援策・補償
収束作業者 1986～90 年にチェルノブイリ

原発事故収束作業に参加した市
民
主に30 kmゾーン内の勤務者（除
染や消火作業だけでなく，運送，
医療スタッフなど職種は様々）

•医薬品費の免除
•住宅保証面での優遇
•保養費の減免
•遺族に対する補償　等

生
涯
続
く
健
康
診
断
・
年
金
そ
の
他
の
社
会
保
障
上
の
優
遇

避難者 1　30 kmゾーン等からの強制避
難者（避難時胎児であった市
民も含む）

2　上記ゾーン外だが，5ミリ
シーベルト／年を超える地域
から移住が義務付けられた
人々

3　上記 1・2ゾーン外だが，1
ミリシーベルト／年を超える
地域から自主的に移住した
人々

• �避難元の不動産・財物の補
償
•避難先での住宅確保
• �避難先での雇用保障（優先
雇用や職業訓練，給付金
等）
•移住一時金
•引越し費用免除
•医薬品費の減免
•保養費の減免　等

汚染地域
住民

土壌汚染度 3万 7000 ベクレル
／m2 以上，平均年間実効線量
0.5 ミリシーベルト／年を超え
る地域（上記 1のゾーン以外）の
住民

•医薬品費の減免
•保養費の減免
• �非汚染地域からの食品取り
寄せのための月額給付金　
等

出所：チェルノブイリ法条文をもとに筆者作成
＊2014 年末の法改正時点までは，基本 1991 年成立時と同じ原則・枠組みである．
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制
避
難
区
域
外
で
も
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
追
加
被
曝
が
推
定
さ
れ
る
地
域
に
は
、
移
住
権
が
認
め
ら
れ
る
。

移
住
の
際
に
は
、
住
宅
の
確
保
や
雇
用
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。『
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
報
告
書
』（
二
〇
〇
六
年
）に

よ
れ
ば
、
同
国
で
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
期
間
に
一
万
四
一
七
一
世
帯
が
、
こ
の
「
移
住
権
」
を
行
使
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け

の
世
帯
数
が
「
自
己
責
任
」
で
は
な
く
、
国
の
責
任
に
よ
っ
て
移
住
の
選
択
を
実
現
で
き
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。

　

近
年
、
被
災
地
住
民
か
ら
は
「
移
住
の
権
利
は
あ
る
の
に
、
国
が
移
住
先
の
住
宅
を
用
意
し
て
く
れ
な
い
」
と
い
っ
た
批

判
の
声
も
聞
く
。
し
か
し
「
私
た
ち
に
は
移
住
の
権
利
が
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
、
地
域
社
会
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。
移
住

者
に
「
勝
手
に
出
て
行
っ
た
」
と
い
う
社
会
的
な
批
判
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
権
利
が
法
律
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
、

お
互
い
の
選
択
を
認
め
合
う
社
会
的
な
前
提
が
で
き
て
い
る
。

　

ま
た
事
故
か
ら
三
〇
年
後
の
現
在
ま
で
、
幅
広
い
被
災
者（
次
世
代
も
含
む
）に
対
す
る
健
康
診
断
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

二
〇
一
一
年
の
『
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
報
告
書
』
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
健
康
診
断
の
実
施
率
は
安
定
し
て
高
い
。
収
束
作
業
者

の
九
七
・
三
～
九
七
・
八
％
、
成
人
被
災
者
の
九
五
・
二
％
、
被
災
児
童
の
九
九
・
二
％
が
健
康
診
断
を
受
け
て
い
る
。

　

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
施
策
は
「
二
割
し
か
実
現
し
て
い
な
い
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
こ
の
健
康

診
断
の
よ
う
に
九
割
五
分
を
超
え
る
実
施
率
を
保
つ
施
策
も
あ
る
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
が
国
家
の
責
任
を
定
め
て
い
た
か

ら
こ
そ
、
予
算
難
の
な
か
、
事
故
後
三
〇
年
近
く
経
過
し
た
今
ま
で
続
い
て
き
た
。

　

二
〇
一
六
年
三
月
時
点
で
、
日
本
で
も
事
故
か
ら
五
年
が
過
ぎ
た
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
が
定
め
た
基
準
や
考
え
方
を
、

日
本
の
現
状
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
再
評
価
す
る
時
期
に
来
て
い
る
。
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一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
基
準
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か

　
「
コ
ン
セ
プ
ト
の
基
本
原
則
は
、
一
九
八
六
年
生
ま
れ
の
子
ど
も
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
自
然
条
件
で
事
故
前

に
住
民
が
受
け
て
い
た
被
曝
量
を
超
え
る
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
と
関
連
し
た
追
加
被
曝
量
の
実
効
線
量
当
量
が
一
ミ

0

0

リ
シ
ー
ベ
ル
ト

0

0

0

0

0

0

／
年0

そ
し
て
七
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
生
涯
を
超
え
な
い
こ
と
で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）

　

一
九
九
一
年
二
月
二
七
日
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
議
会
決
議
の
一
文
で
あ
る
。
八
六
年
四
月
二
六
日
の
原
発
事
故
か
ら
お

よ
そ
五
年
後
。
放
射
能
汚
染
を
受
け
た
地
域
で
は
、
住
民
は
こ
れ
か
ら
も
数
十
年
間
、
被
曝
リ
ス
ク
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
国
と
し
て
「
ど
の
程
度
の
被
曝
レ
ベ
ル
を
限
度
と
す
る
か
」
明
確
な
基
準
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
決
議
は
「
事
故
の
年
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
、
一
年
間
で
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
被
曝
を
さ
せ
な
い
。
生
涯

七
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
被
曝
は
さ
せ
な
い
」
と
い
う
宣
言
で
あ
る
。

　

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
で
は
こ
の
原
則
に
基
づ
き
、「
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
」
を
超
え
る
追
加
被
曝
を
さ
せ
続
け
な
い

た
め
に
、
前
述
の
「
移
住
権
」
を
認
め
る
。
ま
た
、
こ
の
基
準
を
超
え
る
被
曝
リ
ス
ク
の
あ
る
地
域
に
住
む
人
々
に
は
「
保

養
費
減
免
」、
食
品
購
入
補
助
な
ど
を
行
な
う
。
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
基
準
は
、
そ
の
意
味
で
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
の
要

で
あ
る
。

　

原
発
事
故
以
前
か
ら
日
本
に
あ
る
各
種
法
令
も
、
住
民
の
追
加
被
曝
を
こ
の
「
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
」
以
下
に
収
め
る
よ

う
ル
ー
ル
を
設
定
し
て
き
た
。
福
島
第
一
原
発
事
故
後
も
、
長
期
的
に
目
指
す
べ
き
値
は
「
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
」
と
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
環
境
大
臣（
二
〇
一
六
年
二
月
当
時
）が
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
目
標
値
を
「
な
ん
の
科
学
的
根
拠
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も
な
く
定
め
ら
れ
た
」
と
発
言
し
た
こ
と
で
批
判
を
受
け
た
。
同
大
臣
は
後
に
発
言
を
撤
回
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
発
言
に

は
、
二
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
で
は
補
償
・
支
援
の
必
要
を
認
め
な
い
政
府
の
立
場
が
色
濃
く
見
え
る
。

　

こ
の
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
基
準
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
被
災
国
で
は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
の
か
。
科
学
的
根
拠
な
く

定
め
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
成
立
の
経
緯
を
見
て
み
た
い
。

（
1
）
広
範
囲
の
汚
染
が
明
ら
か
に

　
「
い
ま
だ
、
住
民
の
広
い
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
汚
染
地
域
に
お
け
る
安
全
な
居
住
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
存
在
し
て
い
な
い
」

　

原
発
事
故
か
ら
四
年
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
で
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
基
準
が
確
立
す
る
約
一
年
前
、
一
九
九
〇
年
四
月
二

五
日
の
ソ
連
最
高
会
議
決
議
で
あ
る
。
こ
の
決
議
に
は
議
会
の
危
機
感
が
読
み
取
れ
る
。
広
大
な
汚
染
地
域
で
、
住
民
の
安

全
を
保
障
す
る
た
め
に
被
曝
基
準
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
考
え
方（
コ
ン
セ
プ
ト
）が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

一
九
八
六
年
四
月
二
六
日
の
事
故
後
、
政
府
は
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
か
ら
の
住
民
避
難
を
実
施
し
た
。
三
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
ゾ
ー
ン
の
外
で
も
、
い
く
つ
か
の
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
か
ら
住
民
を
避
難
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
原
発
か
ら
数
十
キ
ロ
、

数
百
キ
ロ
離
れ
た
地
域
の
汚
染
状
況
が
住
民
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
住
民
の
多
く
は
、
自
分
た
ち
の
地
域
が
ど

の
程
度
汚
染
さ
れ
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
ま
ま
、
事
故
後
の
数
年
を
過
ご
し
た
。

　

事
故
か
ら
三
年
後
の
一
九
八
九
年
、
情
報
公
開
を
求
め
る
動
き
を
背
景
に
、
ソ
連
政
府
も
段
階
的
に
汚
染
地
図
を
公
表
し

た
。
公
開
さ
れ
た
マ
ッ
プ
で
は
、
原
発
か
ら
数
百
キ
ロ
離
れ
た
地
域
ま
で
、
汚
染
が
広
が
っ
て
い
た（
図
1-

1
）。
住
民
に
と

っ
て
は
、
青
天
の
霹
靂
で
あ
る
。「
汚
染
さ
れ
て
い
る
」
と
わ
か
っ
て
も
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
原
発
事
故
か
ら
す
で

に
四
年
が
過
ぎ
て
い
た
。
今
後
短
期
的
に
は
、
放
射
線
量
の
大
幅
な
減
衰
は
期
待
で
き
な
い
。
住
民
は
こ
れ
か
ら
長
い
あ
い
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だ
、
原
発
事
故
の
影
響
を
受
け
続
け
る
の
だ
。

　

政
府
や
議
会
は
、
汚
染
地
域
に
住
む
住
民
に
「
ど
の
レ
ベ

ル
ま
で
で
あ
れ
ば
被
曝
を
許
容
で
き
る
の
か
」、
更
な
る
避

難
は
必
要
に
な
る
の
か
、
と
い
う
難
問
に
ぶ
つ
か
っ
た
。

（
2
）
非
常
時
被
曝
基
準
の
段
階
的
な
引
き
下
げ

　

事
故
の
起
き
た
一
九
八
六
年
、
ソ
連
政
府
は
住
民
の
年
間

被
曝
限
度
を
一
〇
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
ま
で
引
き
上
げ
た

（
表
1-

2
）。
こ
の
非
常
事
態
基
準
は
翌
八
七
年
に
は
三
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
八
八
年
に
は
二
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
段
階

的
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
引
き
下
げ
た
と
は
い
え
非
常
事
態
基
準
で
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
非
常
事
態
を
続
け

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
長
期
的
に
住
民
が
生
活
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
平
時
の
基
準
を
ど
こ
に
置
く
の
か
、
議
論
が
始

ま
っ
て
い
た
。

　

一
九
八
九
年
に
ソ
連
放
射
線
防
護
委
員
会
が
提
案
し
た
の
は
「
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
年（
三
五
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
生
涯

七
〇
年
）」
で
あ
っ
た
。
こ
の
基
準
を
適
用
す
れ
ば
、
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
年
を
超
え
な
い
限
り
住
民
の
防
護
は
不
要
で

あ
る
。
補
償
の
対
象
も
限
定
で
き
る
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
以
前
か
ら
の
ソ
連
放
射
線
安
全
基
準（
Ｎ
Ｒ
Ｂ
）で
、「
原
子
力
施

設
周
辺
住
民
」
の
被
曝
限
度
を
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
年
と
し
て
い
た
こ
と
が
根
拠
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
同
安
全
基
準
で
は
、
一
般
の
住
民
に
対
し
て
は
、
よ
り
被
曝
量
を
低
く
す
る
方
針
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
安
全

基
準
に
依
拠
す
る
な
ら
、
五
ミ
リ
基
準
を
妊
婦
や
子
ど
も
も
含
む
住
民
全
般
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
般
住
民
す
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べ
て
に
対
し
、
年
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
ま
で
の
被
曝
を
許
容
す
る
と
い
う
ソ
連
放
射
線
防
護
委
員
会

の
前
述
の
提
案
は
科
学
的
に
ど
う
か
と
い
う
以
前
に
「
違
法
」（
規
則
違
反
）で
あ
っ
た
。
こ
の
提
案
が

受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
3
）
議
会
の
決
断
　
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
基
準
の
確
立
へ

　

被
曝
限
度
に
関
す
る
合
意
が
得
ら
れ
な
い
状
況
に
お
い
て
、
ソ
連
最
高
会
議
は
政
府
に
早
急
に
基

準
を
定
め
る
よ
う
指
示
し
た
。
前
述
の
一
九
九
〇
年
四
月
二
五
日
の
決
議
は
、
次
の
よ
う
に
政
府
に

命
じ
て
い
る
。

　
「（
ソ
連
閣
僚
会
議
は
）一
九
九
〇
年
中
に
、『
直
線
し
き
い
値
な
し
コ
ン
セ
プ
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

』
お
よ
び
そ
の
他

0

0

0

0

0

0

最
新
の
考
え
方
を
考
慮
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
科
学
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
住
民
の
安
全
な
居
住
基
準
の
形
成
を
完

了
す
る
こ
と
」（
傍
点
筆
者
）

　
「
直
線
し
き
い
値
な
し
仮
説
」
を
考
慮
す
る
な
ら
、
被
曝
量
は
で
き
る
だ
け
低
く
抑
え
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
ま
た
、
こ
の
決
議
に
示
さ
れ
た
「
最
新
の
考
え
方
」
を
参
考
に
す
る
方
針
も
重
要
だ
。

当
時
最
新
の
見
地
に
基
づ
き
国
際
放
射
線
防
護
委
員
会（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
）が
同
年
一
一
月
に
採
択
し
た
勧

告
に
は
、
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
一
九
九
一
年
二
月
二
七
日
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
議
会
決
議（
先
に
引
用
）で
、
正
式
に
一
ミ
リ
シ

ー
ベ
ル
ト
基
準
が
確
立
さ
れ
た
。
原
発
事
故
か
ら
お
よ
そ
五
年
後
で
あ
る
。

　

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
の
基
準
を
つ
く
る
議
論
に
は
、
議
員
だ
け
で
な
く
科
学
者
も
参
加
し
て
い
る
。

表 1-2　事故後の被曝基準の推移

1986 年 1987 年 1988 年 1989 年

住民 100 ミリシーベ
ルト／年

30 ミリシーベ
ルト／年

25 ミリシーベ
ルト／年

25 ミリシーベ
ルト／年

出所：『ロシア政府報告書』2011 年版，22 頁を参考に筆者作成
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チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
案
を
つ
く
る
委
員
会
で
は
、
バ
リ
ヤ
フ
テ
ル
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
副
総
裁（
当
時
）も
、
中

心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
基
準
を
決
定
し
た
一
九
九
一
年
二
月
五
日
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
委
員

会
で
、
バ
リ
ヤ
フ
テ
ル
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
医
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
私
は
こ
う
考
え
る
。
わ
が
国
だ
け
で
な
く
世
界
で
低
線
量
に
つ
い
て
は
信
頼
で
き
る
デ
ー
タ

は
存
在
し
な
い
。
わ
が
共
和
国
で
は
、
ヨ
ウ
素
に
被
ば
く
し
移
住
し
た
人
一
〇
万
人
、
移
住
し
て
い
な
い
人
一
五
万
人
が
い

る
。
原
発
作
業
員
、
リ
ク
ビ
ダ
ー
ト
ル（
筆
者
注
：
収
束
作
業
員
）も
治
療
が
必
要
だ
。
彼
ら
は
七
年
後
位
か
ら
白
血
病
を
発
症

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
医
師
の
養
成
が
急
務
だ
が
、
そ
の
た
め
に
も
、
こ
の
法
律
を
採
択
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」

（
馬
場
朝
子
・
尾
松
亮
『
原
発
事
故　

国
家
は
ど
う
責
任
を
負
っ
た
か
　

―
　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
法
』
東
洋
書
店
新
社
、
二
〇

一
六
年
よ
り
引
用
）

　

信
頼
で
き
る
デ
ー
タ
は
不
足
し
、
既
存
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か
れ
る
。
そ
ん
な
状
況
に
お
い
て
、
科
学
者
は

「
な
に
が
わ
か
っ
て
い
て
、
な
に
が
わ
か
ら
な
い
の
か
」
を
誠
実
に
、
意
思
決
定
者
で
あ
る
人
民
代
議
員
た
ち
に
示
し
た
。

不
確
定
な
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
将
来
の
対
策
を
準
備
す
る
た
め
に
定
め
た
基
準
で
あ
り
、
法
律
で
あ
っ
た
。

　
「
私
た
ち
は
学
者
た
ち
の
意
見
を
聞
き
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
意
見
、
違
っ
た
立
場
の
話
を
聞
き
、
最
も
受
け
入
れ
ら
れ
る

基
準
を
作
り
ま
し
た
」（
同
書
）と
同
法
の
策
定
に
議
員
と
し
て
参
加
し
た
ヤ
ツ
ェ
ン
コ
氏
は
言
う
。

　

当
時
の
最
新
の
科
学
的
見
地
と
の
整
合
性
か
ら
、「
こ
れ
し
か
な
い
」
と
い
う
基
準
で
あ
っ
た
。
ま
た
ソ
連
解
体
後
、
一

九
九
六
年
に
ロ
シ
ア
は
「
放
射
線
安
全
」
法
に
お
い
て
平
時
の
公
衆
の
被
曝
限
度
と
し
て
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
基
準
を
再
確

認
し
て
い
る
。
九
七
年
導
入
さ
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
安
全
基
準
も
同
様
で
あ
る
。
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
は
「
ソ
連
末
期
に
つ

く
ら
れ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
基
準
」
と
の
批
判
は
あ
た
ら
な
い
。




